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くみあいニュース山口大学教職員組合（2021年１月 14日 Thursday） 

第 232号（2019 年度-第 11号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

 

年俸制問題の団交結果を踏まえた申入れへ回答届く（1/8） 
 

 ニュース前号でお知らせしたとおり、この半年間の大きな課題であった任期付教員への年俸

制適用問題は、昨年暮れ（12/25）の団体交渉で大学側が「人事委員会決定の凍結・事実上撤

回の上、改めて協議・交渉したい」と提案したことを受けて、1月６日（水）にその確認を求

める申し入れを行いました。（「くみあいニュース第 231号」に掲載済）これに対して 1月８日

（金）に久保人事課長と寺西人事課副課長が組合事務所へ来室し、久保人事課長名で申し入れ

への回答が提示されました。（２頁参照） 

 

「凍結の上協議再開」提案を執行委員会で確認・受入れ（1/13） 
 

 回答は、組合が 11月 20日に再度の団体交渉開催を申し入れた際に「法人化後定着してきた健全な労使関

係への配意」を求めたことを考慮したものであるとした上で、申し入れの各号に沿った形で記されており、

全体としては了解できる内容となっています。これを 1月 13日（水）に開催した執行委員会に報告し、提案

を受入れることを確認、決定し、同日回答しました。 

なお、書記長名の申し入れでは「新たな雇用契約」「新規採用同等論」が不適当な論拠であ

ったと判断し「凍結・事実上撤回」としたのかについても問いましたが、人事課長名回答では

直接の言及はありませんでした。しかし「健全な労使関係への配慮を考慮」との回答は、これ

から再開する協議・交渉の際にも、また今後の労使関係・交渉の際にも大きな意味を持つこと

になります。 

 

任期付教員再任後の年俸制適用は希望した場合のみに 
 

 山口大学が組合の回答を受け人事委員会決定凍結を正式に通知した後は、任期付教員の

方が再任後に意に反し年俸制適用となることはなくなります。しかし山口大学は今後の協

議・交渉で人事委員会決定の凍結解除を「強く希望」しており、なお予断を許しません。ま

た、ごく少数であるとは言え、7月６日の人事委員会決定から凍結が通知されるまでの間に年俸制移行とさ

れた方については移行の見直しは行われません。 

 

人給マネジメント改革を巡る攻防で三度押返す！ 

 

 ともあれ、文科省の推進する「人事給与マネジメント改革ガイドライン発出（2019年２月）」を背景とし

た山口大学と山口大学教職員組合の攻防は、2019年３月の「大学院手当支給基準改正案凍

結」、2020年１月の「大学院手当完全廃止撤回」に続いて今回の「任期付教員再任時の年

俸制一律適用の凍結」と三度、組合のとりくみで押し返したことになります。 

全教職員配布 
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2021 年 1 月 8 日付け大学回答 


